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裁量労働制実態調査の結果について（概要④）
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労働者の勤続年数【労働者調査】
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労働者の現在の勤め先での勤続年数（出向・転勤等の期間も含む）

企画型
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非適用
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

適用
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０年 １～２年 ３～４年 ５～９年 10～14年 15～19年 20～24年 25～29年 30年以上 不明

専門型



労働者の業務従事年数・現在の勤め先での業務従事年数【労働者調査】
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専門型

企画型
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業務従事年数（以前の勤め先での業務従事年数含む）
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１年未満 １年以上３年未満 ３年以上５年未満 ５年以上10年未満

10年以上15年未満 15年以上20年未満 20年以上25年未満 25年以上30年未満

30年以上 不明

現在の勤め先での業務従事年数
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１年未満 １年以上３年未満 ３年以上５年未満 ５年以上10年未満

10年以上15年未満 15年以上20年未満 20年以上25年未満 25年以上30年未満

30年以上 不明



労働者の昨年（平成30年）の年収【労働者調査】
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企画型
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1.8
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0.4

2.3

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

適用

非適用

200万円未満 200万円以上300万円未満 300万円以上400万円未満 400万円以上500万円未満 500万円以上600万円未満

600万円以上700万円未満 700万円以上800万円未満 800万円以上900万円未満 900万円以上1,000万円未満 1,000万円以上1,250万円未満

1,250万円以上1,500万円未満 1,500万円以上 不明

専門型

注：平成３０（２０１８）年の課税前年収



裁量労働制適用の満足度（昨年の年収階級別）①【労働者調査・適用のみ】

6

専門型
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5.1

4.3
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1.4
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0.6
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0.6

0.3

0.3

0.9

0.2

0.2

0.5

0.8

3.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

200万円未満

200万円以上300万円未満

300万円以上400万円未満

400万円以上500万円未満

500万円以上600万円未満

600万円以上700万円未満

700万円以上800万円未満

800万円以上900万円未満

900万円以上1,000万円未満

1,000万円以上1,250万円未満

1,250万円以上1,500万円未満

1,500万円以上

満足している やや満足している やや不満である 不満である 不明

0.4

2.8 6.5 9.8 14.3 15.4 15.8 13.7 8.6 8.9 1.5

0.5

1.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

適用

200万円未満 200万円以上300万円未満 300万円以上400万円未満 400万円以上500万円未満 500万円以上600万円未満

600万円以上700万円未満 700万円以上800万円未満 800万円以上900万円未満 900万円以上1,000万円未満 1,000万円以上1,250万円未満

1,250万円以上1,500万円未満 1,500万円以上 不明

注：平成３０（２０１８）年の課税前年収



裁量労働制適用の満足度（昨年の年収階級別）②【労働者調査・適用のみ】
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企画型
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200万円以上300万円未満

300万円以上400万円未満

400万円以上500万円未満

500万円以上600万円未満

600万円以上700万円未満

700万円以上800万円未満

800万円以上900万円未満

900万円以上1,000万円未満

1,000万円以上1,250万円未満

1,250万円以上1,500万円未満

1,500万円以上

満足している やや満足している やや不満である 不満である 不明

0.2

0.4

1.8

4.3 9.3 14.5 21.2 15.3 11.6 15.3 3.2

0.7

2.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

適用

200万円未満 200万円以上300万円未満 300万円以上400万円未満 400万円以上500万円未満 500万円以上600万円未満

600万円以上700万円未満 700万円以上800万円未満 800万円以上900万円未満 900万円以上1,000万円未満 1,000万円以上1,250万円未満

1,250万円以上1,500万円未満 1,500万円以上 不明

注：平成３０（２０１８）年の課税前年収
※200万円未満の標本数が少ないため、満足度のデータを省略している。



労働者の裁量の程度（具体的な仕事の内容・量）【労働者調査】
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企画型

専門型
7.1
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38.7

37.9

24.9

14.9

8.6

7.5

0.3

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

適用労働者

非適用労働者

自分に相談なく、上司（又は社内の決まり）が決めている 自分に相談の上、上司が決めている

上司に相談の上、自分が決めている 上司に相談せず、自分が決めている

どちらとも言えない 不明
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45.4
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13.4

7.1

7.6

0.4

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

適用労働者

非適用労働者

自分に相談なく、上司（又は社内の決まり）が決めている 自分に相談の上、上司が決めている

上司に相談の上、自分が決めている 上司に相談せず、自分が決めている

どちらとも言えない 不明



労働者の裁量の程度（業務の遂行方法、時間配分等）【労働者調査】
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企画型

専門型 1.7

1.8

4.0

6.4

37.9

45.5

50.8

41.0

5.5

5.1

0.2

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

適用労働者

非適用労働者

自分に相談なく、上司（又は社内の決まり）が決めている 自分に相談の上、上司が決めている

上司に相談の上、自分が決めている 上司に相談せず、自分が決めている

どちらとも言えない 不明

1.4
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50.7
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38.5

4.0

4.3

0.4

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

適用労働者

非適用労働者

自分に相談なく、上司（又は社内の決まり）が決めている 自分に相談の上、上司が決めている

上司に相談の上、自分が決めている 上司に相談せず、自分が決めている

どちらとも言えない 不明



労働者の裁量の程度（出退勤時間）【労働者調査】
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企画型

専門型
5.6

11.0

2.0

4.0

27.1

35.8

58.8

43.5

6.2

5.7

0.3

0.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

適用労働者

非適用労働者

自分に相談なく、上司（又は社内の決まり）が決めている 自分に相談の上、上司が決めている

上司に相談の上、自分が決めている 上司に相談せず、自分が決めている

どちらとも言えない 不明
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49.2

43.4

4.3

4.5

0.7

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

適用労働者

非適用労働者

自分に相談なく、上司（又は社内の決まり）が決めている 自分に相談の上、上司が決めている

上司に相談の上、自分が決めている 上司に相談せず、自分が決めている

どちらとも言えない 不明



裁量労働制に対する意見（具体的な制度の見直し意見）【事業場調査】

具体的な制度の見直しに対する意見
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23.8 

6.7 

2.6 

0.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

適用事業場・専門型

適用事業場・企画型

今のままでよい

制度を見直すべき

特に意見はない

分からない

不明
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範
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直
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手
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担
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き

労
働
者
の
裁
量
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
す
べ
き

制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て
、
本
人
同
意
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同
意
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回
の
手
続
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含
め
、
労
働
者
の
意
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が
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り

尊
重
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よ
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健
康
・
福
祉
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処
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行
政
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助
言
・
指
導
の
機
能
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化
を
図
る

べ
き

そ
の
他

企
画
型
の
意
見
の
み

不
明

専門型 企画型
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55.1 

51.9 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

非適用事業場・専門型

非適用事業場・企画型

今のままでよい

制度を見直すべき

特に意見はない

分からない

不明
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、
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の
裁
量
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り
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
す
べ
き

制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て
、
労
働
者
の
意

向
が
よ
り
尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
す
べ
き

労
働
者
の
健
康
や
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン

ス
に
よ
り
配
慮
さ
れ
る
よ
う
に
す
べ
き

労
働
者
の
不
満
の
解
消
が
よ
り
迅
速
に
な

さ
れ
る
よ
う
に
す
べ
き

労
使
の
話
合
い
に
よ
っ
て
よ
り
良
い
運
用

が
な
さ
れ
る
よ
う
に
す
べ
き

裁
量
労
働
制
導
入
事
業
場
へ
の
行
政
に
よ

る
助
言
・
指
導
の
機
能
強
化
を
図
る
べ
き

裁
量
労
働
制
を
導
入
す
る
こ
と
で
必
要
と

な
る
手
続
負
担
を
軽
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す
べ
き

そ
の
他

不
明

専門型 企画型

裁量労働制に対する意見別事業場割合

0.1

0.1

適用事業場 非適用事業場

（複数回答） （複数回答）



62.2 

71.6 

0% 20% 40% 60% 80%

対象労働者の範囲を見直す

べき

専門型

企画型

裁量労働制に対する意見（対象労働者の範囲）【事業場調査】
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裁量労働制に対する意見

37.9 

33.9 

15.8 

39.7 

39.5 

23.8 

6.7 

2.6 

0.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

適用事業場・専門型

適用事業場・企画型

今のままでよい

制度を見直すべき

特に意見はない

分からない

不明

具体的な制度の見直しに対する意見

73.6 

94.0 

9.9 

4.0 

16.0 

2.0 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

専門型

企画型

狭い

広い

範囲が不明確

不明

対象労働者の範囲に関する意見

64.0 

52.9 

0% 20% 40% 60% 80%

対象労働者の範囲を見直す

べき

専門型

企画型

66.5 

38.4 

6.7 

6.2 

26.8 

55.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

専門型

企画型

狭い

広い

範囲が不明確

不明

15.7 

17.5 

9.7 

11.6 

55.1 

51.9 

19.3 

19.0 

0.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

非適用事業場・専門型

非適用事業場・企画型

今のままでよい

制度を見直すべき

特に意見はない

分からない

不明

0.1
0.1

適用事業場 非適用事業場



裁量労働制に対する意見（対象労働者の範囲・狭い）【事業場調査】
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対象労働者の範囲が狭いとした事業場の具体的意見の内容
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企画型
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不明

適用事業場 非適用事業場
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用
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を
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、
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し
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定
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れ
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ず
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て
い
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、
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「
常
態
と

し
て
」
従
事
し
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と
も
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「
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と
し
て
」
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て

い
れ
ば
よ
い
も
の
と
す
べ
き

法
令
上
規
定
さ
れ
た
業
務
に
限
ら
ず
、
他
の
業
務
を
追
加
す

べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
年
収
を
要
件
と
す
べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
処
遇
・
雇
用
管
理
等
を
要
件
と
す

べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
人
事
等
級
・
経
験
年
数
等
を
要
件

と
す
べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
資
格
を
要
件
と
す
べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
（
職
務
遂
行
能

力
）
を
要
件
と
す
べ
き

そ
の
他

不
明

専門型 企画型

51.0 

38.5 

16.9 

4.8 
14.9 8.8 

4.0 

41.7 

25.1 

-

56.4 

70.7 

17.8 

11.7 

25.5 

14.1 

3.0 

13.8 
6.7 

-
0%

20%

40%

60%

80%

法
令
上
規
定
さ
れ
た
業
務
に
限
ら
ず
、
業
務
遂
行
の
手
段
や

時
間
配
分
に
つ
い
て
、
使
用
者
が
具
体
的
な
指
示
を
し
な
い

業
務
は
、
対
象
業
務
と
し
て
認
め
る
べ
き

法
令
上
規
定
さ
れ
た
業
務
に
限
ら
ず
、
労
使
で
合
意
さ
れ
た

業
務
は
、
対
象
業
務
と
し
て
認
め
る
べ
き

法
令
上
規
定
さ
れ
た
業
務
に
限
ら
ず
、
他
の
業
務
を
追
加
す

べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
年
収
を
要
件
と
す
べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
処
遇
・
雇
用
管
理
等
を
要
件
と
す

べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
人
事
等
級
・
経
験
年
数
等
を
要
件

と
す
べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
資
格
を
要
件
と
す
べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
（
職
務
遂
行
能

力
）
を
要
件
と
す
べ
き

そ
の
他

不
明

専門型 企画型

対象労働者の範囲に関する意見

（複数回答） （複数回答）



裁量労働制に対する意見（対象労働者の範囲・広い）【事業場調査】

14

対象労働者の範囲が広いとした事業場の具体的意見の内容

73.6 

94.0 

9.9 

4.0 

16.0 

2.0 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

専門型

企画型

狭い

広い

範囲が不明確

不明

66.5 

38.4 

6.7 

6.2 

26.8 

55.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

専門型

企画型

狭い

広い

範囲が不明確

不明

27.1

10.3
14.2

54.2

3.9

37.0

3.2
-

66.4

- -

41.6

7.0

40.4

- -
0%

20%

40%

60%

現
在
認
め
ら
れ
て
い
る
業
務
の
一
部
又
は

全
部
を
対
象
か
ら
外
す
べ
き

一
定
の
年
収
を
要
件
と
す
べ
き

一
定
の
処
遇
・
雇
用
管
理
等
を
要
件
と
す

べ
き

一
定
の
人
事
等
級
・
経
験
年
数
等
を
要
件

と
す
べ
き

一
定
の
資
格
を
要
件
と
す
べ
き

一
定
の
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
（
職
務
遂
行
能

力
）
を
要
件
と
す
べ
き

そ
の
他

不
明

専門型 企画型

23.8 

63.2 

37.5 

5.7 

32.5 

5.1 
10.2 

-

32.5 

58.8 

6.6 
9.6 

51.2 

7.0 
- -

0%

20%

40%

60%

現
在
認
め
ら
れ
て
い
る
業
務
の
一
部
又
は

全
部
を
対
象
か
ら
外
す
べ
き

一
定
の
年
収
を
要
件
と
す
べ
き

一
定
の
処
遇
・
雇
用
管
理
等
を
要
件
と
す

べ
き

一
定
の
人
事
等
級
・
経
験
年
数
等
を
要
件

と
す
べ
き

一
定
の
資
格
を
要
件
と
す
べ
き

一
定
の
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
（
職
務
遂
行
能

力
）
を
要
件
と
す
べ
き

そ
の
他

不
明

専門型 企画型

非適用事業場適用事業場

対象労働者の範囲に関する意見

（複数回答） （複数回答）



裁量労働制に対する意見（対象労働者の範囲・範囲が不明確）【事業場調査】

15

対象労働者の範囲が不明確とした事業場の具体的意見の内容

73.6 

94.0 

9.9 

4.0 

16.0 

2.0 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

専門型

企画型

狭い

広い

範囲が不明確

不明

66.5 

38.4 

6.7 

6.2 

26.8 

55.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

専門型

企画型

狭い

広い

範囲が不明確

不明

20.6 24.0 

40.4 

53.9 

12.1 

52.7 

10.6 

-

25.7 
31.5 31.5 

24.3 

-

37.3 

14.7 

-
0%

20%

40%

60%

対
象
業
務
を
よ
り
具
体
的
に
明
確
化
す
べ

き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
年
収
を
要
件
と

す
べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
処
遇
・
雇
用
管

理
等
を
要
件
と
す
べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
人
事
等
級
・
経

験
年
数
等
を
要
件
と
す
べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
資
格
を
要
件
と

す
べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
コ
ン
ピ
テ
ン

シ
ー
（
職
務
遂
行
能
力
）
を
要
件
と
す
べ

き

そ
の
他

不
明

専門型 企画型

21.0 19.9 

34.0 

52.4 

14.7 

47.5 

10.4 

-
6.9 

9.0 

67.7 

23.3 22.0 

70.0 

54.6 

-
0%

20%

40%

60%

対
象
業
務
を
よ
り
具
体
的
に
明
確
化
す
べ

き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
年
収
を
要
件
と

す
べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
処
遇
・
雇
用
管

理
等
を
要
件
と
す
べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
人
事
等
級
・
経

験
年
数
等
を
要
件
と
す
べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
資
格
を
要
件
と

す
べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
コ
ン
ピ
テ
ン

シ
ー
（
職
務
遂
行
能
力
）
を
要
件
と
す
べ

き

そ
の
他

不
明

専門型 企画型

非適用事業場適用事業場

対象労働者の範囲に関する意見

（複数回答） （複数回答）



裁量労働制に対する意見（具体的な制度の見直し意見）【労働者調査】

16

33.0 

41.0 

28.3 

26.0 

28.8 

26.4 

9.4 

6.2 

0.5 

0.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

適用労働者・専門型

適用労働者・企画型

今のままでよい

制度を見直すべき

特に意見はない

分からない

不明

19.7 

21.4 

25.2 

23.8 

35.0 

34.7 

19.3 

19.4 

0.9 

0.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

非適用労働者・専門型

非適用労働者・企画型

今のままでよい

制度を見直すべき

特に意見はない

分からない

不明

31.5 

44.1 

35.5 

51.7 

34.8 

27.5 24.8 

11.8 15.1 

0.5 

46.6 

39.1 

28.1 

45.9 

23.2 
18.5 17.8 

8.8 

15.4 

0.2 
0%

20%

40%

60%

対
象
労
働
者
の
範
囲
を
見
直
す
べ
き

業
務
遂
行
に
当
た
っ
て
、
労
働
者
の
裁
量
が

よ
り
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
す
べ
き

制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て
、
本
人
同
意
や
同

意
撤
回
の
手
続
を
含
め
、
労
働
者
の
意
向
が

よ
り
尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
す
べ
き

労
働
者
の
健
康
や
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス

に
よ
り
配
慮
さ
れ
る
よ
う
に
す
べ
き

労
働
者
の
不
満
の
解
消
が
よ
り
迅
速
に
な
さ

れ
る
よ
う
に
す
べ
き

労
使
の
話
合
い
に
よ
っ
て
よ
り
良
い
運
用
が

な
さ
れ
る
よ
う
に
す
べ
き

裁
量
労
働
制
導
入
事
業
場
へ
の
行
政
に
よ
る

助
言
・
指
導
の
機
能
強
化
を
図
る
べ
き

裁
量
労
働
制
を
導
入
す
る
こ
と
で
必
要
と
な

る
手
続
負
担
を
軽
減
す
べ
き

そ
の
他

不
明

専門型 企画型

33.5 

38.9 

48.6 

60.2 

37.3 
30.8 

21.7 

14.6 

7.8 
0.1 

35.9 
33.3 

48.5 

59.7 

31.8 
30.4 

21.5 
22.3 

9.0 

0.1 
0%

20%

40%

60%

対
象
労
働
者
の
範
囲
を
見
直
す
べ
き

業
務
遂
行
に
当
た
っ
て
、
労
働
者
の
裁
量
が
よ

り
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
す
べ
き

制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て
、
労
働
者
の
意
向
が

よ
り
尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
す
べ
き

労
働
者
の
健
康
や
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
に

よ
り
配
慮
さ
れ
る
よ
う
に
す
べ
き

労
働
者
の
不
満
の
解
消
が
よ
り
迅
速
に
な
さ
れ

る
よ
う
に
す
べ
き

労
使
の
話
合
い
に
よ
っ
て
よ
り
良
い
運
用
が
な

さ
れ
る
よ
う
に
す
べ
き

裁
量
労
働
制
導
入
事
業
場
へ
の
行
政
に
よ
る
助

言
・
指
導
の
機
能
強
化
を
図
る
べ
き

裁
量
労
働
制
を
導
入
す
る
こ
と
で
必
要
と
な
る

手
続
負
担
を
軽
減
す
べ
き

そ
の
他

不
明

専門型 企画型

（複数回答）

裁量労働制に対する意見

適用労働者 非適用労働者

具体的な制度の見直しに対する意見

（複数回答）



裁量労働制に対する意見（対象労働者の範囲）【労働者調査】

17

10.4 

23.0 

36.1 

31.2 

53.1 

44.0 

0.5 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

専門型

企画型

狭い

広い

範囲が不明確

不明

31.5 

46.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

対象労働者の範囲を見直す

べき

専門型

企画型

33.5 

35.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

対象労働者の範囲を見直す

べき

専門型

企画型

33.0 

41.0 

28.3 

26.0 

28.8 

26.4 

9.4 

6.2 

0.5 

0.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

適用労働者・専門型

適用労働者・企画型

今のままでよい

制度を見直すべき

特に意見はない

分からない

不明

19.7 

21.4 

25.2 

23.8 

35.0 

34.7 

19.3 

19.4 

0.9 

0.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

非適用労働者・専門型

非適用労働者・企画型

今のままでよい

制度を見直すべき

特に意見はない

分からない

不明

22.1 

42.8 

30.7 

15.6 

46.6 

41.4 

0.6 

0.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

専門型

企画型

狭い

広い

範囲が不明確

不明

適用労働者 非適用労働者
裁量労働制に対する意見

具体的な制度の見直しに対する意見

対象労働者の範囲に関する意見



22.1 

42.8 

30.7 

15.6 

46.6 

41.4 

0.6 

0.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

専門型

企画型

狭い

広い

範囲が不明確

不明

裁量労働制に対する意見（対象労働者の範囲・狭い）【労働者調査】

18

10.4 

23.0 

36.1 

31.2 

53.1 

44.0 

0.5 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

専門型

企画型

狭い

広い

範囲が不明確

不明

52.9 

45.1 

9.0 

18.2 
22.0 

18.2 

8.0 

38.9 

10.7 

1.0 

49.6 

69.2 

3.0 
8.1 8.7 9.9 

2.0 

34.2 

3.5 
-

0%

20%

40%

60%

80%

法
令
上
規
定
さ
れ
た
業
務
に
限
ら
ず
、
業
務
遂
行
の
手

段
や
時
間
配
分
に
つ
い
て
、
使
用
者
が
具
体
的
な
指
示

を
し
な
い
業
務
は
、
対
象
業
務
と
し
て
認
め
る
べ
き

法
令
上
規
定
さ
れ
た
業
務
に
限
ら
ず
、
労
使
で
合
意
さ

れ
た
業
務
は
、
対
象
業
務
と
し
て
認
め
る
べ
き

法
令
上
規
定
さ
れ
た
業
務
に
限
ら
ず
、
他
の
業
務
を
追

加
す
べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
年
収
を
要
件
と
す
べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
処
遇
・
雇
用
管
理
等
を
要
件

と
す
べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
人
事
等
級
・
経
験
年
数
等
を

要
件
と
す
べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
資
格
を
要
件
と
す
べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
（
職
務
遂

行
能
力
）
を
要
件
と
す
べ
き

そ
の
他

不
明

専門型 企画型

54.6 
51.9 

5.4 

19.9 17.3 17.2 

8.8 

29.0 

6.0 
0.3 

65.7 68.3 

27.2 29.8 31.1 

23.5 

16.1 

58.9 

13.4 

-
0%

20%

40%

60%

80%

法
令
上
規
定
さ
れ
た
業
務
に
限
ら
ず
、
業
務
遂
行
の
手

段
や
時
間
配
分
に
つ
い
て
、
使
用
者
が
具
体
的
な
指
示

を
し
な
い
業
務
は
、
対
象
業
務
と
し
て
認
め
る
べ
き

法
令
上
規
定
さ
れ
た
業
務
に
限
ら
ず
、
労
使
で
合
意
さ

れ
た
業
務
は
、
対
象
業
務
と
し
て
認
め
る
べ
き

法
令
上
規
定
さ
れ
た
業
務
に
限
ら
ず
、
他
の
業
務
を
追

加
す
べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
年
収
を
要
件
と
す
べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
処
遇
・
雇
用
管
理
等
を
要
件

と
す
べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
人
事
等
級
・
経
験
年
数
等
を

要
件
と
す
べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
資
格
を
要
件
と
す
べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
（
職
務
遂

行
能
力
）
を
要
件
と
す
べ
き

そ
の
他

不
明

専門型 企画型

適用労働者 非適用労働者

対象労働者の範囲が狭いとした労働者の具体的意見の内容

対象労働者の範囲に関する意見

（複数回答） （複数回答）



22.1 

42.8 

30.7 

15.6 

46.6 

41.4 

0.6 

0.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

専門型

企画型

狭い

広い

範囲が不明確

不明

10.4 

23.0 

36.1 

31.2 

53.1 

44.0 

0.5 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

専門型

企画型

狭い

広い

範囲が不明確

不明

裁量労働制に対する意見（対象労働者の範囲・広い）【労働者調査】

19

20.4 

40.3 
36.5 38.6 

12.4 

36.4 

12.4 

0.3 

21.2 
28.7 

25.8 
31.9 

17.9 

35.3 

8.2 
-

0%

20%

40%

60%

80%

現
在
認
め
ら
れ
て
い
る
業
務
の
一
部

又
は
全
部
を
対
象
か
ら
外
す
べ
き

一
定
の
年
収
を
要
件
と
す
べ
き

一
定
の
処
遇
・
雇
用
管
理
等
を
要
件

と
す
べ
き

一
定
の
人
事
等
級
・
経
験
年
数
等
を

要
件
と
す
べ
き

一
定
の
資
格
を
要
件
と
す
べ
き

一
定
の
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
（
職
務
遂

行
能
力
）
を
要
件
と
す
べ
き

そ
の
他

不
明

専門型 企画型

14.5 

59.9 
64.4 

23.3 

33.0 

21.2 

8.9 

0.0 

30.7 

45.4 45.1 

21.0 
10.8 

30.1 

40.1 

-
0%

20%

40%

60%

80%

現
在
認
め
ら
れ
て
い
る
業
務
の
一
部

又
は
全
部
を
対
象
か
ら
外
す
べ
き

一
定
の
年
収
を
要
件
と
す
べ
き

一
定
の
処
遇
・
雇
用
管
理
等
を
要
件

と
す
べ
き

一
定
の
人
事
等
級
・
経
験
年
数
等
を

要
件
と
す
べ
き

一
定
の
資
格
を
要
件
と
す
べ
き

一
定
の
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
（
職
務
遂

行
能
力
）
を
要
件
と
す
べ
き

そ
の
他

不
明

専門型 企画型

適用労働者 非適用労働者

対象労働者の範囲に関する意見

対象労働者の範囲が広いとした労働者の具体的意見の内容

（複数回答） （複数回答）



22.1 

42.8 

30.7 

15.6 

46.6 

41.4 

0.6 

0.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

専門型

企画型

狭い

広い

範囲が不明確

不明

10.4 

23.0 

36.1 

31.2 

53.1 

44.0 

0.5 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

専門型

企画型

狭い

広い

範囲が不明確

不明

裁量労働制に対する意見（対象労働者の範囲・範囲が不明確）【労働者調査】

20

対象労働者の範囲が不明確とした労働者の具体的意見の内容

26.1 26.9 

38.6 

24.6 

15.8 

35.1 

13.1 

0.8 

36.7 

28.4 27.8 

16.7 
13.3 

34.1 

12.5 

0.1 
0%

20%

40%

60%

対
象
業
務
を
よ
り
具
体
的
に
明
確
化
す
べ

き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
年
収
を
要
件
と

す
べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
処
遇
・
雇
用
管

理
等
を
要
件
と
す
べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
人
事
等
級
・
経

験
年
数
等
を
要
件
と
す
べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
資
格
を
要
件
と

す
べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
コ
ン
ピ
テ
ン

シ
ー
（
職
務
遂
行
能
力
）
を
要
件
と
す
べ

き

そ
の
他

不
明

専門型 企画型

16.5 

31.9 

42.9 

23.8 

11.3 

42.0 

7.4 

0.7 

7.8 

47.6 

55.4 

11.1 
16.2 

24.9 

5.5 
0.5 

0%

20%

40%

60%

対
象
業
務
を
よ
り
具
体
的
に
明
確
化
す
べ

き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
年
収
を
要
件
と

す
べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
処
遇
・
雇
用
管

理
等
を
要
件
と
す
べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
人
事
等
級
・
経

験
年
数
等
を
要
件
と
す
べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
資
格
を
要
件
と

す
べ
き

業
務
で
は
な
く
、
一
定
の
コ
ン
ピ
テ
ン

シ
ー
（
職
務
遂
行
能
力
）
を
要
件
と
す
べ

き

そ
の
他

不
明

専門型 企画型

適用労働者 非適用労働者

対象労働者の範囲に関する意見

（複数回答） （複数回答）



1. 対象業務及び対象労働者関係 ２

2. 本人同意関係 21

目次

21



裁量労働制の適用要件【事業場調査・適用のみ】

22

46.3

3.5

19.6

75.1

14.9

7.6

25.5

17.5

6.4
1.2 0.0

97.2

5.4

20.4

57.2

25.3

14.5

68.0

19.3

5.4
0.2 0.2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

労
働
者
本
人
の
同
意

試
験
（
採
用
試
験
を
含
む
）

採
用
区
分
（
総
合
職
、
専
門
職
な
ど
）

職
種
（
事
務
職
、
営
業
職
、
専
門
職
な
ど
）

職
位
（
課
長
、
係
長
な
ど
）

勤
続
年
数

一
定
の
人
事
等
級
以
上
（
職
能
ク
ラ
ス
な
ど
）

職
務
経
験
年
数
（
他
社
で
の
経
験
年
数
を
含
む
）

そ
の
他

特
に
な
い

不
明

専門型 企画型

（複数回答）



専門業務型裁量労働制導入事業場における本人同意要件【事業場調査・適用のみ】

23

専門型

本人同意を要件としている割合

46.3％ 89.0 

16.3 

30.2 

4.7 
12.9 

2.6 0.7 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

労
働
者
に
納
得
し
て
働
い
て
も
ら
う
た
め

希
望
者
の
み
に
裁
量
労
働
制
を
適
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
結
果
と
し

て
同
意
を
と
っ
て
い
る
こ
と
と
な
る
た
め

労
働
者
の
意
識
を
高
め
る
た
め

労
働
組
合
か
ら
要
望
が
あ
る
た
め

企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
で
も
同
じ
取
扱
い
と
し
て
い
る
た
め

そ
の
他

不
明

専門業務型裁量労働制導入事業場において本人同意要件を設ける理由

97.4 

2.0 

0.6 

本人同意の際の労働者への説明の

有無

説明している 説明していない 不明

（%）

注：専門型では、裁量労働制の適用要件として「労働者本人の同意」と回答した専門型の適用事業場（46.3％）を分母とした割
合。

（複数回答）



企画業務型裁量労働制導入事業場における本人同意要件【事業場調査・適用のみ】

24

本人同意を要件としている割合

97.2％

（%）

注：企画型の事業場は、裁量労働制を適用する要件として「労働者本人の同意」を選択したか否かにかかわらず、企画型裁量労働制適用労働者がいる事業
場数を分母とした割合。
同意が得られなかった労働者の割合は、平成30年度に裁量労働制の適用に当たって同意が得られなかった人数階級の割合。

企画型

97.0

0.8 2.2

本人同意の際の労働者への説明の有無

説明している 説明していない 不明

（%） （%）1.9

89.4

3.7 2.3

2.7

本人同意が得られなかった割合

いる いない 同意を求めた労働者がいなかった 分からない 不明

1.7

93.9

1.6

2.8

同意を撤回した割合

いる いない 分からない 不明



裁量労働制における本人同意・同意撤回の手続の方法【事業場調査・適用のみ】

同意撤回の手続の方法本人同意の手続の方法

25

62.5

14.9

30.5

1.6

5.4

0.5

55.4

42.7

6.1

0.4

1.4

2.4

0% 20% 40% 60% 80%

書面で行うこととしている

メールなどの電磁的方法で行うこととしている

口頭で行うこととしている

その他

手続は特に定めていない

不明

専門型 企画型

39.6

11.8

26.2

5.0

26.2

2.7

35.1

35.1

6.6

3.0

24.0

2.9

0% 20% 40% 60% 80%

書面で行うこととしている

メールなどの電磁的方法で行うこととしている

口頭で行うこととしている

その他

手続は特に定めていない

不明

専門型 企画型

注：専門型では、裁量労働制の適用要件として「労働者本人の同意」と回答した専門型の適用事業場（46.3％）を分母とした手続の方法の割合。

（複数回答） （複数回答）



39.6

86.5
90.6

71.3

81.8
74.5 74.9

61.3

20.9

8.1

13.7
18.1

20.1 5.7

3.5
8.6

－

12.8 10.5
13.9 12.60.4

－

－

1.4 － － 0.60.5

0.6

－

5.8

3.1

2.0
4.1

0.8 － 2.9
8.5

3.0
6.8 7.2

0％

10％

20％

30％

40％

50％

60％

70％

80％

90％

100％

1,000人以上 500～999人 300～499人 100～299人 50～99人 30～49人 29人以下

書面で行うこととしている メールなどの電磁的方法で行うこととしている

口頭で行うこととしている その他

手続は特に定めていない 不明 26

56.6

75.6

53.4 55.9

66.6 67.3 64.8

39.5 14.6

12.4 12.2
8.1 6.2 6.0

12.7
19.4

35.3
40.2

35.6 37.8 35.3

0.8

5.5
12.0

2.9 0.9 1.0 0.51.3

1.1
4.3

8.0 7.5

5.3

7.1－ － － － 0.3 1.4 0.9
0％

10％

20％

30％

40％

50％

60％

70％

80％

90％

100％

1,000人以上 500～999人 300～499人 100～299人 50～99人 30～49人 29人以下

本人同意の手続（企業規模別）【事業場調査・適用のみ】

専門型

企画型

注：専門型に係る本人同意の手続は、裁量労働制を適用する要件として「労働者本人の同意」と回答した
専門型の適用事業場を分母とした手続の方法の割合。

注：企画型に係る本人同意の手続は、裁量労働制を適用する要件として「労働者本人の同意」を選択したか否かに
かかわらず、企画型裁量労働制適用労働者がいる事業場を分母としている。

（複数回答）

（複数回答）

「労働者本人の同意」を
適用要件としている割合

1,000人以上 48.3

500～999人 29.2

300～499人 33.4

100～299人 33.5

50～99人 41.9

30～49人 47.4

29人以下 58.2

（%）


